
県有財産賃貸借契約書（案）

大分県知事 佐藤 樹一郎(以下、「甲」という。)と             

(以下、「乙」という。)とは、土地の賃貸借について、次のとおり契約を締結する。

(信義誠実の義務)

第１条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。

(賃貸借物件)

第２条 甲は、乙に対し、末尾記載の土地(以下、「賃貸借物件」という。)を賃貸し、乙

は、これを賃借する。

  (契約期間）

第３条 この契約により賃貸借する期間は、令和８年３月１日から令和１３年２月２８日

までとする。

(賃貸借の目的)

第４条 乙は、賃貸借物件を自動車駐車場（以下、「駐車場」という。）の運営の用に供

するものとし、駐車場法（昭和３２年法律第１０６号）及び関係法令の規定に従って駐

車場を運営しなければならない。

２ 乙は、賃貸借物件に次の駐車場の付属施設を設置することができる。

  (１) 貸駐車場機器

(２) 貸駐車場としての路面整備等の施設

  (３) 貸駐車場に関する看板

  (４) 照明設備

（５）その他必要な設備

３ 乙は、前項の付属施設を設置又は撤去する場合、事前に文書により甲の承認を得なけ

ればならない。

(賃貸料)

第５条 賃貸料は、年額 金       円（月額 金       円）とする。

（賃貸料の支払い）

第６条 乙は、前条に規定する賃貸料を、別表に定めるところに従って、甲の発行する納

入通知書により支払わなければならない。

  （賃貸料の改定)

第７条 法令、条例等の制定若しくは改正又は経済情勢の変動等により、第５条に定める

賃貸料の額が適当でないと認められる場合は、甲は、改定額及び改定の理由を乙に通知

することにより賃貸料を改定することができる。

  (遅延損害金)

第８条 乙は、その責めに帰すべき理由により、納期限までに賃貸料を納入しなかったと

きは、納期限の翌日からその納入の日までの日数に応じ、その納入しなかった賃貸料に

つき、年１４．６パーセントの割合で計算した金額を、遅延損害金として、甲の発行す

る納入通知書により、甲の指定する期日までに納入しなければならない。

  (権利譲渡等の禁止)

第９条  乙は、次に掲げることをしてはならない。ただし、事前に文書により甲の承諾を

得たときは、この限りではない。



  (1) 賃貸借物件を第三者に転貸し、又は賃借権を第三者に譲渡すること。

  (2) 賃貸借物件の原形を変更し、当該地に建物を設置すること。

  (目的外使用の禁止)

第１０条  乙は、賃貸借物件を第４条に定める目的以外の用途に使用してはならない。

  (管理義務)

第１１条 乙は、賃貸借物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

２ 乙は使用に当たって、事故防止の措置を講じるとともに、付近住民に迷惑をかけるこ

とのないよう十分注意しなければならない。万一、苦情、事故等が起きた場合において

は、乙の責任において処理するものとする。

３ 乙が前２項の注意を怠り、甲に損害を与えた場合においては、甲は、乙に対しその損

害賠償を求めることができる。

４ 第１項の規定による賃貸借物件の維持管理に要する費用は、すべて乙の負担とする。

５ 甲は県有財産の保全等の必要により、賃貸借物件又は隣接する県有地に存する県有財

産の改修又は修繕等を行う場合においては、賃貸借物件を無償で使用できるものとする。

この場合において、乙に損害が生じても、甲はその損害賠償の責めを負わない。

  (契約の解除)

第１２条 甲は、乙がこの契約に定める事項に違反したときは、この契約を解除すること

ができる。この場合、乙に損害が生じても、甲は、その損害賠償の責めを負わない。

２ 乙は､前項の規定により契約を解除された場合において、既に納付した賃貸料の返還

を求めることはできない。

  (契約期間内の契約終了等)

第１３条  甲は、特別の理由により必要を認めたときは、３か月前までに書面で乙に通知

することにより、この契約を解除することができる。

２ 乙は、本契約期間中であっても６か月前に書面で通知することにより、本契約の解約

を申し入れることができる。

３ 天災地変その他不可抗力により駐車場としての使用を継続することが困難と判断され

る場合は、甲乙協議により、本契約を合意により終了させることができる。

４ 第１項及び前項により契約を終了した場合は、甲は、契約を終了した日の属する月の

翌月から、乙が既に納付している期間に該当する賃貸料相当額を返還するものとする。

なお、契約を終了する日の属する月までの賃貸料が納付されていない場合は、別途甲

の発行する納付書により別途指定する期日までに不足額を納入するものとする。返還額

及び不足額の算定に当たっては、月割りにより計算し、十円未満の端数は切り捨てるも

のとする。

５ 乙が第２項により本契約の解除を申し入れ、甲が了承したときは、甲は、乙が既に納

付している賃貸料を返還しない。

(賃貸借物件の返還等)

第１４条 乙は、賃貸借期間が満了する期日までに賃貸借物件に設置されている駐車場設

備等を撤去し、令和３年に甲が駐車場事業者に貸付をする前の状況（以下、「原状」と

いう。）に復した上、甲に返還しなければならない。ただし、事前協議のうえ、甲の承

諾を得た場合はこの限りでない。

２ 乙は、第１２条第１項の規定により契約を解除されたとき、又は前条第１項から第３

項までの規定により契約を終了したときは、甲の指定する期日までに賃貸借物件を原状

に復した上、甲に返還しなければならない。



３ 乙が前２項の規定により原状に復して返還しない場合は、乙が賃貸借物件に設置され

ている付属施設について、甲が撤去及び処分並びに原状回復のための処置を行い、その

費用を乙に請求することができる。

４ 前項の場合において、甲は、乙の返還義務不履行による損害の賠償として、契約が終

了又は満了した日から甲が原状回復した日までの期間の賃貸料に相当する額を乙に請求

することができる。

  (契約保証金)

第１５条 乙は、本契約締結と同時に本契約履行のための保証金として第５条に定める賃

貸料年額の１０パーセント以上の額を、甲の指示する手続により納入しなければならな

い。

２ 甲は、乙が契約を履行したとき、又は乙の責めに帰すべき理由によらないで契約を解

除したときは、前項に定める保証金を乙に返還するものとする。

３ 甲は、前条第１項又は第２項に定める日までに、乙が原状回復を完了しないときは、

賃貸借物件に設置されている付属施設について、甲自ら乙に代わって撤去及び処分並び

に原状回復のための処置を行い、その施工に要した経費は契約保証金をもってこれに充

当することができるものとする。

４ 前項の規定により、甲が原状回復の工事を施工したときは、直ちに原状回復の工事に

かかる領収書等に関するすべての書類を乙に提示し、原状回復の工事施工費用について

精算するものとする。

  (調査)

第１６条 甲は、この契約に関し必要があるときは、甲の指定する者に賃貸借物件につい

て調査させ又は乙から資料の提出を求めることができる。

  (有益費等の請求権の放棄)

第１７条 乙は、この土地に投じた有益費又は必要費があっても、これを甲に請求しない

ものとする。

  (住所等の変更の届出)

第１８条 乙は、その住所又は氏名(法人の場合にあっては名称)に変更があったときは、

速やかに甲に届け出るものとする。

  (収益及び稼働状況の報告)

第１９条 乙は各年度終了後賃貸借物件を駐車場の運営の用に供したことによる収益の実

績及び稼働状況の実績を甲に対して書面により報告しなければならない。

  (費用負担)

第２０条 この契約により生じる費用は、乙の負担とする。

  (管轄裁判所)

第２１条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の事務所の所

在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。

  (協議)

第２２条  この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約に

定める事項に疑義が生じたときは、甲乙協議の上定める。



この契約の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。

    令和    年  月  日

                                 甲 住 所    大分県大分市大手町３丁目１番１号

                        大分県知事 佐藤 樹一郎

                                                                       

                                乙 住 所

                                    名 称

代表者

    貸付物件の表示(土地)

所  在  及  び  地  番 地 目 面  積

大分市大手町３丁目１番 宅 地 ２，７８３．０３㎡



別表

令和７年度
令和８年３月１日から

同年３月３１日までの賃貸料

支払期限

令和８年３月３１日

令和８年度から

令和１１年度

前期

毎年４月１日から

同年９月３０日までの賃貸料

支払期限

毎年４月３０日

後期

毎年１０月１日から

翌年３月３１日までの賃貸料

支払期限

毎年１０月３１日

令和１２年度

前期

令和１２年４月１日から

同年９月３０日までの賃貸料

支払期限

令和１２年４月３０日

後期

令和１２年１０月１日から

令和１３年２月２８日までの賃貸料

支払期限

令和１２年１０月３１日


